
事業主様各位 
 
 
 
 
 
 

▮キャリアアップ助成金（正社員化コース） 

すでに活用されている事業所様も多いかと思いますが、今回は、キャリアアップ助
成金の正社員化コースについてご紹介いたします。 

 
〈キャリアアップ助成金とは〉 

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者
の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した
事業主に対して助成する制度です。 

 

★正社員化コース 助成金額（中小企業の場合） 
①有期 → 正規：１人当たり 57 万円＜72 万円＞ 
②有期 → 無期：１人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞ 
③無期 → 正規：１人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞ 

＜＞内の金額は生産性の向上が認められる場合の額 

 
〈支給申請までの流れ〉 

キャリアアップ計画の 
作成・提出 

今後のおおまかな取り組みイメージを記載。 
内容に変更がある場合は変更届の提出が必要。 

▼  

就業規則等の改訂 
転換の手続き、要件、転換または採用時期を規定 
※10 人以上の事業所は監督署への届出も必要 

▼  

就業規則等に基づき 
正社員等へ転換 

雇用された期間が６か月以上の有期契約労働者の 
転換が助成金の支給対象。 
※有期契約労働者から転換する場合、雇用された 

期間が通算して３年以内の者に限る 

▼  

転換後 6 か月の 
賃金の支払い 

転換前 6か月と転換後 6か月の賃金を比較し、 
5％以上増額している必要がある。 
※実費補填（通勤手当、住宅手当等）、変動給 

（残業手当、歩合手当等）は含まない 
※総額が増額している場合でも、固定的賃金が 
 低下している場合は支給対象外となる 

▼  

支給申請 
転換または直接雇用した対象労働者に対し、 
正規（無期）雇用労働者としての賃金を６か月分 
支給した日の翌日から起算して２か月以内に申請 

 
〈賃金 5％以上増額の計算方法〉 

○原則（転換前後で所定労働時間や給与支給形態に変更が無い場合） 
（転換後６か月賃金の合計―転換前６か月の賃金総額） 

× 100 ≧ ５％ 
転換前６か月の賃金総額 

 
○転換前後で所定労働時間や給与の支給形態に変更があった場合 
 賃金を所定労働時間で除し、１時間あたりの賃金を算出した上で比較する 

 
○転換日が賃金〆日と一致しない場合 
 例）毎月 10 日〆、当月 25 日払の事業所で、４月１日に転換した場合 
   転換前６か月を「９月 11 日～３月 10 日」、 

転換後６か月を「４月 11 日～10 月 10 日」として確認 
 
※上記は 2020 年 11 月の情報です。今後支給要件等が変更になる場合もございます。  

【厚生労働省 より】 
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・労働時間適正化キャン

ペーン（11/1～11/30） 

・職業能力開発促進キャ

ンペーン（11/1～11/30） 

 

毎日マスクをつけるのが当

たり前の日常になってきて数

か月たちますが、最近特に気

になるのがマスクの肌荒れで

す！マスクによる摩擦や乾燥

で肌が荒れている人が増えて

いるそうなのですが、寒くな

ってさらに乾燥する時期なの

で、なにか対策しないとな・・・

と最近悩んでいます。 

その中で気になっているの

が、シルク素材のマスクで

す！今まではとりあえず手に

入れたマスクを使っていまし

たが、これからは素材にもこ

だわって予防＆保湿をしてい

きたいと思います（黒瀬） 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6264-6543 まで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:06-6264-6264

